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公益社団法人 東京都医薬品登録販売者協会会費規程

（目 的）

第１条 この規程は、公益社団法人東京都医薬品登録販売者協会定款（以下「定

款」という）第７条に定める会費に関して規定する。

（正会員会費）

第２条 定款第５条に規定する会員のそれぞれの会費は次のとおりとし、正会

員はＡ，Ｂの２種とする。

２ 正会員Ａは、定款第５条に第１項に規定する者で、薬局若しくは医薬品販

売業の開設者とする。

（1）入 会 金 ５，０００円

（2）会費 年額 ２０，５００円

３ 正会員Ｂは、定款第５条に第１項に規定する者で、正会員Ａ以外の者とす

る。

（1）入 会 金 ５，０００円

（2）会費 年額 １２，０００円

（準会員会費）

第３条 準会員の会費は次のとおりとする。

（1）入 会 金 ５，０００円

（2）会費 年額 ２０，５００円

（賛助会員会費）

第４条 賛助会員の会費は次のとおりとする。

（1）入 会 金 ５，０００円

（2）会費 年額 ２０，５００円

（会費の使途）

第５条 前３条の会費は、毎事業年度における合計額の１０％以上を当該事業

年度の公益目的事業に使用する。

（会費納入期限）

第６条 会費の納入方法は次のとおりとする。

（1）正会員Ａ及び準会員若しくは賛助会員の引落し回数は、１回又は２回若
しくは４回とする。

（2）正会員Ｂの引落し回数は、１回又は２回とする。
２ 納入期日は次の通りとする。ただし、１回払いの場合は、第一期に、２回

払いの場合は、第一期、第三期とする。

納入期日

第一期(４月～６月) ５月２８日 ・ 第二期(７月～９月) ８月２８日
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第三期(10 月～ 12 月) １１月２８日 ・ 第四期(１月～３月) ２月２８日

３ 名誉会員は会費の納入を要しない。

４ 会費を当該年度の第二期までに納入しないときは刊行物等の配付を停止す

る。

５ 刊行物等の配付を停止された者であっても、当該年度内に会費を納入すれ

ば、刊行物等の配付を受けることができる。ただし、第３項に基づき停止され

た期間の刊行物等の配付は受けることはできない。

（会費納入手続）

第７条 会費の納入は，口座引落しの方法による。

２ 前項にかかわらず，会長の承認により前項の方法によらない会費の納入を

認めることができる。

（会費の減免）

第８条 会員が傷病その他の理由によって、会費の賦課を不適当と認めたとき

は、理事会の承認を経て会費を減免することができる。

（改 廃）

第９条 この規程は、理事会の決議を経て改廃することができる。

２ ただし、第２条、第３条及び第４条に定める会費額については、理事会の

議を経て総会の承認を得るものとする。

附 則

１ この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人設立の登記の日から施行する。
附 則

１ この規程は平成２６年４月２１日から施行する。

１ この規程は令和４年(２０２２）３月１６日から施行する。


